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去
る
、
九
月
十
六
日
鹿
部
ロ
イ

ヤ
ル
ホ
テ
ル
に
お
い
て
、
鹿
部
町

敬
老
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

今
年
は
、
九
月
三
十
日
ま
で
に

七
十
歳
に
な
ら
れ
た
方
、
六
九
九

名
を
招
待
し
、
一
九
八
名
の
方
々

が
出
席
さ
れ
ま
し
た
。

　

敬
老
会
で
は
、
長
寿
・
米
寿
の

記
念
品
が
川
村
町
長
か
ら
一
人
ひ

と
り
に
手
渡
さ
れ
、
野
田
町
議
会

議
長
の
祝
辞
の
あ
と
祝
宴
に
入
り

ま
し
た
。
祝
宴
で
は
、
敬
老
会
に

出
席
さ
れ
た
方
々
へ
料
理
が
用
意

さ
れ
会
食
が
進
む
中
、
町
内
に
在

住
し
て
い
る
方
々
及
び
団
体
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
余
興
が
御
披

露
目
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
年
の
余
興
は
、
出
来
澗
婦
人

消
防
隊
に
よ
る
歌
や
踊
り
、
鹿
部

町
藤
間
会
に
よ
る
日
本
舞
踊
、
個

人
の
方
か
ら
は
一
名
が
詩
い
二
名
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が
そ
の
詩
に
合
わ
せ
踊
る
と
い
っ

た
詩
吟
、
他
に
も
カ
ラ
オ
ケ
が
披

露
さ
れ
、
出
席
さ
れ
た
お
年
寄
り

の
方
々
は
満
面
の
笑
み
を
浮
か
べ

楽
し
い
ひ
と

と
き
を
過
ご

し
て
い
ま
し

た
。

　高齢社会を迎え、鹿部町の総人口（４，８８２人、８月末）に占める老人人口（６５歳以上）の割合は２１．６％
（１，０５８人）でこの内７０歳以上の方は、６５．５％（６９３人）を占めています。
　●　長寿者（数え年９０歳以上）４４名　※大正５年９月３０日までに生まれた人　
　●　米寿者（数え年８８歳）　　１４名
　　　町内最高高齢者は、阿蘇かずさん（９８歳）です。
　くれぐれもお体には十分気をつけて、いつまでもお元気で長生きしてください。
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　現在、在宅サービスでは、居住費（光熱水費など）や食費は利用者の負担ですが、施設サービスでは介
護保険から支払われています。法律の改正により、費用負担を公平にするために施設サービスの居住費・
食費が利用者負担となります。

��
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施設サービスの居住費・食費は��������	
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施設サービスの利用者負担額は①＋②＋③
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　施設サービスを利用している方の居住費や食費は施設との契約により決まり、施設により金額が異なり
ます。本人が住民税を課税されている方は下記の金額が目安となります。（これを基準費用額といいま
す。）
　基準費用額とは食事の提供や居住等に要する平均的な費用を勘案して厚生労働大臣が定めた金額です。
実際にお支払いいただく居住費・食費にかかる金額は、基準費用額をめやすとし、施設ごとに定められま
す。
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施設サービスの居住費・食費は
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　所得が少ない方の負担を軽減する制度が創設されます。��������	
�������
　特定入所者介護サービス費とは施設サービスなどの居住費や食費が利用者の負担となったことにより、
所得が少ない方の負担が重くならないよう、所得が一定基準以下の方の利用者負担額に上限を設けた新し
い制度です。（この上限となる額を「負担限度額」といいます。）
　したがって、サービスを利用する方が実際に負担する金額は、下記の表の負担限度額となります。
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９
月
２
日
、
中
央
公
民
館
に

お
い
て
、
渡
島
保
健
福
祉
事
務

所
主
催
に
よ
る
、
介
護
予
防
講

演
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

講
師
に
函
館
大
谷
短
期
大
学

講
師
、
渡
谷
能
孝
氏
を
お
招
き

し
、「
介
護
な
ん
て
必
要
な
い
、

い
き
い
き
元
気
な　

歳
を
め
ざ

８５

そ
う
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
講
演

し
て
頂
き
ま
し
た
。
当
日
参
加

さ
れ
た
皆
さ
ん
は
、
講
師
の
話

に
熱
心
に
耳
を
傾
け
介
護
予
防

に
つ
い
て
関
心
を
深
め
て
い
ま

し
た
。
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講
話
で
は
、
介
護
が
必
要
と

な
る
主
な
原
因
と
し
て
、
筋
肉
、

骨
格
な
ど
の
老
化
（
骨
粗
し
ょ

う
症
等
）
や
生
活
習
慣
病
で
あ

る
脳
血
管
疾
患
が
多
く
、
日
々

の
生
活
に
追
わ
れ
、
運
動
不
足
、

食
生
活
の
偏
り
が
続
く
と
、
今

は
影
響
が
な
く
て
も
、
年
齢
を

重
ね
た
時
に
介
護
を
必
要
と
す

る
状
態
に
陥
る
可
能
性
が
あ
る

の
で
、
中
年
期
こ
そ
健
康
へ
の

思
い
や
り
が
必
要
で
あ
る
と
話

さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

ま
た
、
高
齢
期
に
入
っ
て
か

ら
は
、
危
険
な
老
化
の
サ
イ
ン

を
い
ち
早
く
発
見
し
、
適
切
な

対
処
を
行
う
こ
と
で
心
身
の
老

化
を
改
善
し
て
い
く
こ
と
が
十

分
可
能
で
あ
り
、
い
ま
身
体
が

衰
弱
し
て
い
る
状
態
だ
と
し
て

も
、
日
々
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
や

バ
ラ
ン
ス
の
よ
い
食
事
を
心
が

け
る
こ
と
で
、
介
護
が
必
要
な

状
態
を
予
防
す
る
こ
と
が
で
き

る
と
の
お
話
が
あ
り
ま
し
た
。
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①
自
分
の
身
の
回
り
の
こ
と
が

億
劫
に
な
っ
た
。（
生
活
機

能
の
低
下
＝
虚
弱
）

②
ち
ょ
っ
と
し
た
所
で
も
、
つ

ま
ず
い
て
こ
ろ
び
や
す
く
な

っ
た
。（
転
倒
・
骨
折
）

③
外
反
母
趾
や
つ
め
の
変
形
で

あ
る
き
に
く
く
な
っ
た
（
足

の
ト
ラ
ブ
ル
）

④
不
意
に
尿
が
漏
れ
る
こ
と
が

多
く
な
っ
た
。（
尿
失
禁
）

⑤
う
ま
く
噛
む
こ
と
が
で
き
な

く
な
っ
た
。（
口
腔
状
態
の

悪
さ
）

⑥
食
事
が
単
調
に
な
っ
た
。

（
低
栄
養
）

⑦
物
忘
れ
が
厳
し
く
な
っ
た

（
認
知
症
、
う
つ
）

　

こ
れ
ら
は
、
生
活
す
る
上
で

支
障
を
き
た
す
だ
け
で
な
く
、

活
動
す
る
意
欲
を
減
退
さ
せ
、

日
々
の
生
活
の
質
が
著
し
く
損

な
わ
れ
ま
す
。
と
は
い
え
、
老

化
の
サ
イ
ン
は
ジ
ワ
ジ
ワ
と
あ

ら
わ
れ
て
く
る
も
の
で
す
。
こ

の
サ
イ
ン
を
発
見
し
、
早
期
に

対
応
す
る
こ
と
で
介
護
が
必
要

に
な
る
状
態
を
予
防
し
ま
し
ょ

う
。
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町
で
は
、
脳
血
管
疾
患
の
予

防
と
そ
の
早
期
発
見
、
早
期
治

療
に
努
め
る
こ
と
を
目
的
と
し

た
、
脳
ド
ッ
ク
検
診
を
実
施
し

ま
す
。
脳
ド
ッ
ク
検
診
は
、
脳

梗
塞
、
脳
動
脈
瘤
、
脳
腫
瘍
な

ど
を
早
期
に
発
見
す
る
こ
と
の

で
き
る
検
査
で
す
。
脳
の
病
気

は
、
自
分
で
気
づ
か
な
い
う
ち

に
進
行
し
て
し
ま
う
こ
と
が
多

い
も
の
で
す
。
そ
の
た
め
、
脳

ド
ッ
ク
検
診
を
受
け
、
こ
の
機

会
に
脳
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク
を
し

て
み
ま
せ
ん
か
。

　

脳
ド
ッ
ク
検
診
に
つ
い
て
の

詳
細
は
今
月
の
広
報
折
込
チ
ラ

シ
を
ご
覧
下
さ
い
。
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月　

日
（
土
）
か
ら　

月　

１０

１５

１０

３１

日
（
月
）
ま
で
、
全
道
一
斉
秋
の

火
災
予
防
運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

例
年
こ
の
時
期
は
空
気
が
乾
燥

し
、
火
災
が
発
生
し
や
す
く
、
一

旦
火
災
が
発
生
す
る
と
急
激
に
燃

え
広
が
り
大
火
災
と
な
る
危
険
性

が
高
い
た
め
、
火
気
を
取
り
扱
う

場
合
、
特
に
ス
ト
ー
ブ
の
取
り
付

け
や
取
り
扱
い
、
煙
突
の
取
り
付

け
な
ど
に
は
十
分
注
意
し
、
火
災

の
な
い
町
づ
く
り
に
ご
協
力
お
願

い
し
ま
す
。

　

ま
た
、
火
災
予
防
期
間
中
の　
１０

月　

日
午
後
３
時
か
ら
、
消
防

１５
署
・
消
防
団

の
消
防
自
動

車
に
よ
る
火

災
予
防
パ

レ
ー
ド
を
予

定
し
て
お
り

ま
す
の
で
、

沿
道
で
ご
観

覧
く
だ
さ
い
。

　

火
災
予
防
運
動
期
間
中
、
消
防

署
・
消
防
団
に
よ
る
合
同
火
災
演

習
の
実
施
を
予
定
し
て
い
ま
す
。

　

大
規
模
建
物
火
災
を
想
定
し
、

消
防
署
・
消
防
団
の
連
携
を
高
め
、

迅
速
な
消
火
活
動
の
実
践
を
目
的

と
し
た
演
習
で
す
。

　

詳
し
い
日
時
場
所
が
決
定
し
だ

い
、
防
災
行
政
無
線
に
よ
り
周
知

し
ま
す
の
で
、
町

民
の
皆
さ
ん
の
ご

観
覧
を
、
お
待
ち

し
て
お
り
ま
す
。

火
災
予
防
運
動
の
お
問
い
合
わ
せ

　
　
　
　

鹿
部
消
防
署　

予
防
係

合
同
火
災
演
習
の
お
問
い
合
わ
せ

　
　
　
　

鹿
部
消
防
署　

警
防
係

　
　
　
　
�
７－

３
３
３
１
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裁判官国民審査比例代表小選挙区
区　　　分

前回今回前回今回前回今回

１，８４３人１，８７９人１，８４３人１，８７９人１，８４３人１，８７９人男

���� １，９７７人１，９９０人１，９７７人１，９９０人１，９７７人１，９９０人女

３，８２０人������３，８２０人������３，８２０人������計

１，２２８人１，２６３人１，２３４人１，２９３人１，２３４人１，２９４人男

���� １，４１１人１，４３７人１，４２１人１，４６２人１，４２１人１，４６２人女

２，６３９人������２，６５５人������２，６５５人������計

６１５人６１６人６０９人５８６人６０９人５８５人男

���� ５６６人５５３人５５６人５２８人５５６人５２８人女

１，１８１人������１，１６５人������１，１６５人������計

６６．６３％６７．２２％６６．９６％６８．８１％６６．９６％６８．８７％男

����� ７１．３７％７２．２１％７１．８８％７３．４７％７１．８８％７３．４７％女

６９．０８％������６９．５０％������６９．５０％������計

※前回は、平成１５年１１月９日執行の衆議院総選挙データーです。
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鹿
部
町
の
ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
に
つ
い

て
９
月
議
会
で
報
告
し
た
内
容
を
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

　

最
近
、
ア
ス
ベ
ス
ト
に
よ
る
健
康
被

害
が
、
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い
ま

す
。
ア
ス
ベ
ス
ト
製
造
の
従
事
者
、
更

に
は
工
場
周
辺
住
民
に
も
健
康
被
害
が

出
る
恐
れ
も
あ
り
、
政
府
の
総
合
的
対

策
が
急
が
れ
て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
国
・
地
方
を
問
わ
ず
公
共
団

体
に
お
い
て
も
、
ア
ス
ベ
ス
ト
の
使
わ

れ
て
い
る
公
共
施
設
に
お
い
て
は
、
こ

れ
が
飛
散
し
、
利
用
者
や
職
員
に
健
康

被
害
の
恐
れ
が
あ
る
こ
と
も
懸
念
さ
れ

て
お
り
ま
す
。
鹿
部
町
に
お
い
て
も
最

緊
急
課
題
と
し
て
対
策
を
講
じ
て
お
り

ま
す
。

　

先
ず
、
役
場
庁
舎
・
消
防
署
な
ど
の

行
政
施
設
や
小
学
校
・
中
学
校
な
ど
の

教
育
施
設
、
公
民
館
や
地
域
会
館
な
ど

の
公
共
施
設
、
さ
ら
に
は
町
営
住
宅
な

ど　

の
施
設
に
つ
い
て
、
設
計
図
書
に

３０
よ
る
判
定
・
目
視
に
よ
る
判
定
を
行
い

ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
４
つ
の
施
設
に
ア
ス
ベ

ス
ト
が
使
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、

ア
ス
ベ
ス
ト
含
有
量
等
の
分
析
結
果
を

８
月
に
行
い
ま
し
た
。
検
査
の
結
果
、

国
の
基
準
で
あ
る
、
含
有
量
１
％
以
上

含
ま
れ
て
い
る
施
設
は
、
公
民
館
の
機

械
室
の
み
で
、
小
学
校
体
育
館
な
ど
か

ら
は
検
出
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

公
民
館
の
機
械
室
で
あ
り
ま
す
が
、

公
民
館
を
利
用
す
る
方
々
が
出
入
り
す

る
と
こ
ろ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
囲
い

込
み
や
封
じ
込
め
等
の
方
法
も
あ
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
除
去
す
る
こ
と
と
致
し

ま
し
た
。
ま
た
、
学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

の
調
理
釜
に
も
ア
ス
ベ
ス
ト
が
使
わ
れ

て
い
る
こ
と
が
判
明
い
た
し
ま
し
た
。

使
わ
れ
て
い
る
部
分
は
、
釜
の
底
の
外

側
で
、
調
理
し
た
も
の
に
は
混
入
す
る

こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
調
理
に
従
事

す
る
職
員
の
健
康
被
害
が
懸
念
さ
れ
る

こ
と
か
ら
、
調
理
釜
の
買
い
替
え
を
す

る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

　

現
在
の
と
こ
ろ
、
今
述
べ
た
部
分
に

ア
ス
ベ
ス
ト
対
策
を
講
じ
る
こ
と
と
し

て
お
り
ま
す
が
、
国
で
基
準
の
見
直
し

を
行
う
旨
の
情
報
も
あ
り
ま
す
の
で
、

今
後
と
も
十
分
情
報
を
収
集
し
判
明
し

た
場
合
は
、
改
善
策
を
講
じ
て
参
り
ま

す
。

　

矯
正
展
は
、
刑
務
作
業
に
お
い
て
製

作
し
た
製
品
を
広
く
社
会
の
人
々
に
紹

介
し
、
矯
正
行
政
に
対
す
る
ご
理
解
を

頂
く
た
め
に
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

　

日
時　
　

月　

日
（
日
）

１０

２３

　
　
　

午
前
９
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

　

場
所　

函
館
少
年
刑
務
所

　
　
　
　

函
館
市
金
堀
町
６－

　
１１

　

お
問
合
せ

　
　

函
館
少
年
刑
務
所

　
　
�
０
１
３
８－

５
２－

５
５
０
０

　

渡
島
合
同
庁
舎
（
入
庁
機
関
は
渡
島

支
庁
等
）
で
は
ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
を
導
入

す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

運
用
開
始
は
平
成　

年　

月
３
日

１７

１０

（
月
）
か
ら
と
な
り
ま
す
。

　

ダ
イ
ヤ
ル
イ
ン
と
は
、
電
話
交
換
手

を
経
由
せ
ず
、
各
部
署
へ
直
通
番
号
で

電
話
を
か
け
る
方
法
で
す
。

　

電
話
番
号
一
覧
表
に
つ
い
て
は
、
公

共
機
関
等
に
備
え
置
く
ほ
か
、
全
世
帯

を
対
象
に
本
広
報
に
折
込
し
て
あ
り
ま

す
の
で
ご
利
用
下
さ
い
。

�
�
�
�

　

〒
０
４
１－

８
５
５
８

　
　

函
館
市
美
原
４
丁
目
６－

１
６

　
　

渡
島
支
庁
総
務
部
総
務
課
総
務
係

　
　

℡
０
１
３
８－
４
７－

９
４
１
１
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最
近
、「
燃
や
せ
る
ゴ
ミ
」
の
中
に
鉄

く
ず
な
ど
の
燃
や
せ
な
い
ゴ
ミ
が
混
ざ

っ
て
た
り
、「
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
」
に
缶
や

ビ
ン
な
ど
が
混
ざ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
場
合
、
収
集
と
処
理
に
支
障
を

き
た
し
ま
す
の
で
充
分
注
意
し
て
下
さ

い
。

�
�
�
�
�
�
�
�

　

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
ペ
ッ

ト
マ
ー
ク（
下
の
マ
ー
ク
）

が
つ
い
て
い
る
も
の
と
し
、

「
中
を
洗
う
」「
キ
ャ
ッ
プ

を
外
す
」「
ラ
ベ
ル
は
外
さ

な
い
」「
つ
ぶ
さ
な
い
」
よ

う
に
し
て
出
し
ま
し
ょ
う
。
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�
�
�
�
�
�
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全
体
１
２
０
。
９
７
ｔ
（
昨
年
度
同

月
回
収
量
１
２
２
。
４
６
ｔ
）
約
１
。

２
２
％
減
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

　

内　

訳

　
　

焼
却
処
分　
　
　

。　

ｔ

９３

６２

　
　

リ
サ
イ
ク
ル　
　

。　

ｔ

１５

３３

　
　

埋
立
処
分　
　
　

。　

ｔ

１２

０２
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北
海
道
内
で
事
業
を
営
む
使
用
者
及

び
そ
の
事
業
場
で
働
く
す
べ
て
の
労
働

者
（
臨
時
、
パ
ー
ト
タ
イ
マ
ー
、
ア
ル

バ
イ
ト
等
を
営
む
）
に
適
用
さ
れ
る
北

海
道
（
地
域
別
）
最
低
賃
金
が
次
の
と

お
り
改
正
さ
れ
ま
す
。
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〇
最
低
賃
金
に
は
、
精
皆
勤
手
当
、
通

勤
手
当
、
家
族
手
当
、
臨
時
に
支
払

わ
れ
る
賃
金
、
時
間
外
等
割
増
賃
金

は
算
入
さ
れ
ま
せ
ん
。

〇
最
低
賃
金
額
以
上
の
賃
金
を
支
払
わ

な
い
場
合
は
、
最
低
賃
金
法
違
反
と

し
て
処
罰
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

〇
特
定
の
産
業
（「
乳
製
品
、
糖
類
製
造

業
」、「
鉄
鋼
業
」、「
電
気
機
械
器
具

製
造
業
、
情
報
通
信
機
械
器
具
製
造

業
、
電
子
部
品
、
デ
バ
イ
ス
製
造
業
」、

「
船
舶
製
造
・
修
理
業
、
船
体
ブ
ロ

ッ
ク
製
造
業
」、「
舟
艇
製
造
・
修
理

業
」）で
働
く
者
に
は
北
海
道
の
産
業

別
最
低
賃
金
が
適
用
さ
れ
ま
す
。
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こ
の
制
度
は
、
建
設
現
場
で
働
く

方
々
の
た
め
に
、「
中
小
企
業
退
職
金

共
済
法
」
と
い
う
法
律
に
よ
り
国
が
作

っ
た
退
職
金
制
度
で
す
。

　

事
業
主
の
方
々
は
、
現
場
で
働
く
労

働
者
の
共
済
手
帳
に
働
い
た
日
数
に
応

じ
て
掛
金
と
な
る
共
済
証
紙
を
貼
り
、

そ
の
労
働
者
が
建
設
業
界
で
働
く
こ
と

を
や
め
た
と
き
に
建
退
共
か
ら
退
職
金

を
支
払
う
と
い
う
、
い
わ
ば
業
界
全
体

で
の
退
職
金
制
度
で
す
。
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・
国
の
制
度
な
の
で
安
全
、
確
実
、
申

し
込
み
手
続
き
は
簡
単
で
す
。

・
経
営
事
項
審
査
で
加
点
評
価
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

・
掛
金
の
一
部
を
国
が
助
成
し
ま
す
。

・
掛
金
は
事
業
主
負
担
と
な
り
ま
す
が
、

法
人
は
損
金
、
個
人
で
は
必
要
経
費

と
し
て
扱
わ
れ
、
税
法
上
全
額
非
課

税
と
な
り
ま
す
。

・
事
業
主
が
変
わ
っ
て
も
退
職
金
は
企

業
間
を
通
算
し
て
計
算
さ
れ
ま
す
。

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
よ
う
こ
そ
建
退
共

へ
」
で
、
退
職
金
の
試
算
・
パ
ン
フ
レ

ッ
ト
請
求
等
、
建
退
共
制
度
の
知
り
た

い
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
、

ア
ク
セ
ス
し
て
ご
覧
下
さ
い
。

�����������������������������������

�����������������������������������
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詳
し
い
こ
と
は
、
建
退
共
北
海
道
支

部
へ
お
問
合
せ
下
さ
い
。

　
　
�
０
１
１－

２
６
１－

６
１
８
６

　

平
成　

年
度
の
「
全
国
道
路
標
識
週

１７

間
」
は
、　

月
１
日
か
ら　

月
７
日
ま

１０

１０

で
全
国
一
斉
に
実
施
さ
れ
ま
す
。
こ
の

主
旨
は
、
道
路
管
理
者
（
国
、
道
、
市

町
村
及
び
日
本
道
路
公
団
）
が
設
置
す

る
道
路
標
識
の
果
た
す
役
割
を
、
住
民

の
皆
さ
ん
に
理
解
を
深
め
て
も
ら
う
こ

と
と
、
道
路
標
識
に
関
心
を
た
か
め
て

い
た
だ
く
こ
と
が
目
的
と
な
っ
て
い
ま

す
。
道
路
標
識
は
、
ド
ラ
イ
バ
ー
や
歩

行
者
の
皆
さ
ん
を
目
的
地
ま
で
誘
導
す

る
た
め
の
「
ガ
イ
ド
役
」
と
し
て
不
可

欠
な
も
の
で
す
。

　

こ
の
「
ガ
イ
ド
役
」
の
道
路
標
識
に

は
、
案
内
標
識
、
警
戒
標
識
、
規
制
標

識
、
指
示
標
識
及
び
補
助
標
識
が
あ
り

ま
す
。

　

こ
れ
ら
の
道
路
標
識
が
、
ど
こ
の
管

理
者
が
設
置
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、

道
路
標
識
柱
に
北
海
道
開
発
局
、
北
海

道
、
市
町
村
、
又
は
公
安
委
員
会
と
表

示
し
て
あ
り
ま
す
。

　

道
路
に
設
置
し
て
あ
る
道
路
標
識
の

位
置
が
お
か
し
い
、
表
示
内
容
が
分
か

り
に
く
い
、
木
の
陰
に
な
っ
て
い
た
り
、

汚
れ
た
り
破
損
し
て
い
る
等
、
お
気
付

き
の
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
次
の
機
関
へ

お
知
ら
せ
下
さ
い
。

　

函
館
開
発
建
設
部　

工
務
課

　
　
�
０
１
３
８－

４
２－

７
１
１
１

　

函
館
土
木
現
業
所　

道
路
建
設
課

　
　
�
０
１
３
８－

４
７－

９
０
０
０

　

鹿
部
町
役
場　

建
設
水
道
課

　
　
�
０
１
３
７
２－

７－

２
１
１
１

　

個
人
事
業
者
の
み
な
さ
ん
、
売
上
１
、

０
０
０
万
円
を
超
え
て
い
ま
せ
ん
か
？

　

前
々
年
の
課
税
売
上
高
が
１
、
０
０

０
万
円
を
超
え
る
と
消
費
税
の
課
税
事

業
者
に
な
り
ま
す
。
新
た
に
消
費
税
の

課
税
事
業
者
と
な
る
方
、
速
や
か
に

「
課
税
事
業
者
届
出
書
」
を
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

日
々
の
記
帳
や
書
類
の
保
存
が
必
要

で
す
。
一
般
課
税
に
よ
り
申
告
さ
れ
る

方
は
、
帳
簿
と
請
求
書
等
の
保
存
が
な

い
と
、
仕
入
れ
や
経
費
の
支
払
の
消
費

税
分
を
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　

消
費
税
の
簡
易
課
税
制
度
を
選
択
す

る
方
は「
簡
易
課
税
制
度
選
択
届
出
書
」

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
く
は
、

役
場
税
務
課
ま
で
連
絡
願
い
ま
す

　
　
�
０
１
３
７
２－

７－

２
１
１
１
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平成１７年８月３１日現在
（　　）は前月比です

世帯数　１，７８３世帯（＋４）
　男　　２，３８８ 人 （＋２）
　女　　２，４９４ 人 （＋７）
　計　　４，８８２ 人 （＋９）

●６５歳以上の人口 １，０５８人
　高齢化率　　　　２１．６％
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本
当
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
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